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偽造「技能講習修了証」を使った就業は違法です！ 
～無効な技能講習修了証の回収の呼び掛けをしています  ～ 

 

（１）銚子監督署管内における労働災害発生状況 
令和６年（２月末日現在）における銚子監督署管内（銚子市・旭市・匝瑳市・東庄町）の休

業４日以上の労働災害の発生状況（新型コロナウイルス感染を除く。）は、168 件と前年同期比-11

件（-6.1%）の状況となっております。内訳では、高年齢労働者の転倒災害が多発しています。 

第 14 次労働災害防止計画では、「死傷災害について、2021 年までの増加傾向に歯止めを

かけ、死傷者数については、2022 年（※銚子署管内 172 件発生）と比較して 2027 年までに

減少に転じさせること」を目標としております。なお、計画初年度であった 2023 年（令和５

年）は、残念ながら、2022 年と比較して死傷災害が増加（+10 件（+5.8%））しております。 

事業場の皆様におかれましては、引き続き、「エイジフレンドリーガイドライン」などをご活

用いただき、高年齢労働者の労働災害防止対策をはじめ、労働災害の防止に向けた取組を積極

的に進めていただきますようお願いいたします。 
 

（２）偽造「技能講習修了証」を使った就業は違法です！ 
労働安全衛生法の規定により、危険・有害業務に従事する場合には、必要な安全衛生に係る教

育（技能講習）を修了した者でなければ、労働者を就業させることはできません。 

労働安全衛生法に基づく技能講習は、都道府県労働局長に登録されている登録教習機関でな

ければ行うことはできません。 

今回、登録されている教習機関ではない法人名で、技能講習修了証に類似するものが発行され

ていることが確認されました。 

当該修了証をお持ちの労働者自身、労働者の所属する事業者、元請事業者等においても、修了

証の記載内容を確認していただき、無効な修了証を認めた場合には、最寄りの労働局、労働基準

監督署の窓口に相談いただくとともに、回収へのご協力をお願いいたします。 

 

（無効な修了証について）本件無効な修了証は、以下画像のとおりです。 

当該修了証には、以下のように記載されています。 

 

     株式会社種子島   （本社）千葉県木更津４−４−１−２F    （原文のまま。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ministry of Health, Labour and Welfare 

厚生労働省 

銚 子 労 基 署 た よ り 

 

（参考）報道発表資料 



（３）改正育児・介護休業法等が令和７年４月１日から段階的に施行されます 

  改正育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法が令和７年４月１日から段

階的に施行されます。主な改正ポイントは以下のとおりです。 

 

1．育児・介護休業法の改正ポイント 
①柔軟な働き方を実現するための措置等が事業主の義務になります 

 ②所定外労働の制限（残業免除）の対象が拡大されます 

 ③育児のためのテレワークの導入が努力義務化されます 

 ④子の看護休暇が見直されます 

 ⑤仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮が事業主の義務になります 

 ⑥育児休業取得状況の公表義務が 300 人超の企業に拡大されます 

 ⑦介護離職防止のための個別の周知・意向確認、雇用環境整備等の措置が事業主の義務にな

ります 

 

2．次世代育成支援対策推進法の改正ポイント 
 ①法律の有効期限が延長されました 

 ②100 人超の企業に義務となっている一般事業主行動計画策定時に、育児休業取得等に関す

る状況把握・数値目標設定が義務付けられます 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※育児・介護休業法等の改正内容の詳細については、千葉労働局ＨＰの特設ページに掲載しております。 

千葉労働局 > 労働局について > 千葉労働局のご案内 > 雇用環境・均等室 > 育児・介護休業法関係  

 

 

 
 

＜QR コードであればこちらから＞ 

※改正ポイントの一部を抜粋 


